
準
備
①
─
確
定
申
告
が
必
要
な
の
は
ど
ん
な
人
？ ･･･････････････････････････

16

準
備
②
─
確
定
申
告
を
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
を
そ
ろ
え
る ･･･････････

18

２
０
２
５
年
２
月
17
日
〜
３
月
17
日
提
出
分　
確
定
申
告
の
お
も
な
改
正
点 ････････

2

最
短
！ 

得
す
る
！ 

失
敗
し
な
い
た
め
の
３
カ
条 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

4

イ
ン
ボ
イ
ス
の
開
始
で
確
定
申
告
の
こ
こ
が
変
わ
っ
た ･･･････････････････････････････････････････････････

6

新
し
い
N
I
S
A
の
活
用
で
課
税
所
得
を
減
ら
そ
う ･･････････････････････････････････････････････････････

8

索
引 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

14

■
給
与
所
得

1
カ
所
か
ら
の
給
与
所
得
─

年
収
2
0
0
0
万
円
超
の
給
与
所
得
が
あ
っ
た
人 ･･･････････････････････････

38

複
数
カ
所
か
ら
の
給
与
所
得
─
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら
っ
た
人 ･･･

40

雑
所
得
─
本
業
以
外
に
副
業
の
収
入
が
あ
る
人 ･･･････････････････････････････

42

特
定
支
出
─
単
身
赴
任
の
旅
費
な
ど
で
自
己
負
担
額
が
多
か
っ
た
人 ･････

44

給
与
所
得
者
の
申
告
書
の
書
き
方 ･･････････････････････････････････････････････

46

■
年
金・退
職
金

雑
所
得
─
公
的
年
金
を
も
ら
っ
て
い
る
人 ･･････････････････････････････････････

48

雑
所
得
─
生
命
保
険
会
社
な
ど
か
ら
個
人
年
金
を
も
ら
っ
て
い
る
人 ･････

50

退
職
前
の
給
与
所
得
─
年
の
途
中
で
退
職
し
て
再
就
職
し
て
い
な
い
人 ･･･

51

退
職
所
得
─
会
社
を
辞
め
て
退
職
金
を
も
ら
っ
た
人 ････････････････････････

52

準
備
③
─
記
入
の
ル
ー
ル
と
申
告
の
流
れ
を
お
さ
え
る ･････････････････････

20

図
で
解
説
！　

確
定
申
告
書
の
記
入
の
し
か
た ･････････････････････････････････････････････････

22

手
順
①
─
自
分
の
所
得
の
種
類
を
確
認
し
よ
う･･･････････････････････････････

26

手
順
②
─
所
得
控
除
を
確
認
し
て
節
税
し
よ
う ･･････････････････････････････

28

手
順
③
─
税
額
を
直
接
減
ら
せ
る
税
額
控
除
を
確
認
し
よ
う ･･････････････

30

手
順
④
─
記
入
し
た
申
告
書
を
提
出
す
る ･････････････････････････････････････

32

手
順
⑤
─
税
金
の
納
め
方
と
還
付
の
受
け
方 ･･････････････････････････････････

34

コ
ラ
ム
1　
確
定
申
告
の
途
中
で
困
っ
た
と
き
の
相
談
先 ･･････････････････

36

一
時
所
得
─

満
期
保
険
金
や
解
約
返
戻
金
、死
亡
保
険
金
を
受
け
取
っ
た
人 ･･･････

54

年
金・退
職
金
受
給
者
の
申
告
書
の
書
き
方 ･･･････････････････････････････････

56

■
株
の
損
益

譲
渡
所
得
─
株
を
売
買
し
て
利
益
が
出
た
人 ･･････････････････････････････････

60

譲
渡
損
失
─
株
を
売
買
し
て
損
失
が
出
た
人 ･･････････････････････････････････
62

配
当
所
得・配
当
損
失
─
株
の
配
当
金
や
分
配
金
を
受
け
取
っ
た
人 ･･････
64

譲
渡
所
得
─
以
前
の
損
失
を
株
の
利
益
か
ら
差
し
引
く
人 ･････････････････

66

雑
所
得
─
Ｆ
Ｘ
取
引
で
損
益
が
あ
っ
た
人 ･･････････････････････････････････････

67

雑
所
得
─
暗
号
資
産（
仮
想
通
貨
）の
売
買
で
利
益
が
出
た
人 ･･････････････

68

新
し
い
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
─
新
し
い
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
確
定
申
告 ･････････････････････････

69

株
な
ど
の
損
益
が
あ
る
人
の
申
告
書
の
書
き
方 ･･････････････････････････････

70

■
不
動
産
収
入

譲
渡
所
得・雑
所
得
─マ
イ
ホ
ー
ム
を
売
っ
て
売
却
益
が
出
た
人 ･･････････

76

譲
渡
所
得・譲
渡
損
失
─マ
イ
ホ
ー
ム
を
売
っ
て
損
失
が
出
た
人 ･･････････

78

譲
渡
所
得・繰
越
控
除
─マ
イ
ホ
ー
ム
の
売
却
損
を
繰
り
越
す
人 ･･････････

79

不
動
産
所
得
─
ア
パ
ー
ト
経
営・不
動
産
賃
貸
を
し
て
い
る
人 ･････････････

80

雑
所
得
─
民
泊
を
経
営
し
て
利
益
が
出
た
人 ･･････････････････････････････････

81

不
動
産
収
入
が
あ
る
人
の
申
告
書
の
書
き
方 ･････････････････････････････････

82

コ
ラ
ム
2　
何
が
違
う
の
？ 

青
色
申
告
と
白
色
申
告 ･･････････････････････

88

第

部
2

ケ
ー
ス
別
に
見
る 

申
告
書
の
書
き
方

第

部
1

確
定
申
告
の
基
本
を

知
っ
て
お
こ
う

C
O

N
TEN

TS



　
■
所
得
控
除

控
除
の
種
類
─
所
得
控
除
の
し
く
み
を
知
ろ
う ･･･････････････････････････････

90

医
療
費
控
除
─
自
分
や
家
族
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人 ･････････････････････

92

医
療
費
控
除
─
病
気
や
出
産
な
ど
で
入
院
し
た
人 ･･･････････････････････････

94

医
療
費
控
除
─
介
護
保
険
制
度
を
利
用
し
た
人 ･･････････････････････････････

95

寄
附
金
控
除
─
寄
附
や
ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た
人 ･･･････････････････････････
98

雑
損
控
除
─
自
然
災
害
、火
事
、盗
難
に
あ
っ
た
人 ････････････････････････････

100

社
会
保
険
料
控
除・小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
─
小
規
模
企
業
共
済

掛
金
や
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
、社
会
保
険
料
な
ど
を
払
っ
て
い
る
人 ････････････････

102

生
命
保
険
料
控
除・地
震
保
険
料
控
除
─

生
命
保
険
や
地
震
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
人･･･････････････････････････

104

配
偶
者
控
除・配
偶
者
特
別
控
除
─
結
婚
し
て
配
偶
者
が
い
る
人 ･････････

106

手
順
①
─
総
合
課
税・分
離
課
税
を
計
算
す
る ････････････････････････････････

132

手
順
②
─
所
得
税
額
か
ら
税
額
控
除
額
と
災
害
減
免
額
を
差
し
引
く ･･･

134

手
順
③
─
復
興
特
別
所
得
税
の
計
算
を
す
る ･････････････････････････････････

136

手
順
④
─
収
入
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
所
得
税
の
合
計
額
を
求
め
る ･･･････

137

手
順
⑤
─
納
め
る・還
付
さ
れ
る
税
額
を
計
算
す
る ･･････････････････････････

140

コ
ラ
ム
４　
申
告
書
提
出
前
の
確
認
事
項
一
覧 ･･････････････････････････････

142

扶
養
控
除
─
子
ど
も
や
両
親
、親
戚
を
養
っ
て
い
る
人 ･･･････････････････････

108

寡
婦・ひ
と
り
親
控
除
─
ひ
と
り
親
の
人
や
夫
が
亡
く
な
っ
た
人 ･･････････

110

勤
労
学
生
控
除
─
学
校
に
通
い
な
が
ら
働
い
て
い
る
人 ･････････････････････

112

障
害
者
控
除
─
本
人
や
家
族
に
障
害
が
あ
る
人 ･･････････････････････････････

113

基
礎
控
除
─
そ
の
年
の
合
計
所
得
が
２
５
０
０
万
円
以
下
の
人 ････････････

114

■
税
額
控
除

控
除
の
種
類
─
税
額
控
除
の
し
く
み
を
知
ろ
う ･･･････････････････････････････

116

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
─マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
で
購
入
し
た
人 ･････

118

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
な
ど
─マ
イ
ホ
ー
ム
を
増
改
築
、リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
人 ･

120

配
当
控
除
─
株
の
配
当
金
や
投
資
信
託
の
分
配
金
を
得
た
人 ･･････････････

122

寄
附
金
特
別
控
除
─
特
定
の
寄
附
を
し
て
税
額
控
除
を
受
け
る
人 ･･･････

124

こ
ん
な
と
き
ど
う
す
る
？ 

確
定
申
告
の
や
り
方
Ｑ
＆
Ａ ･･･････････････････

126

コ
ラ
ム
３　
寄
附
金
控
除
と
寄
附
金
特
別
控
除 ･･････････････････････････････

130

事
業
所
得
─
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
節
税
の
ポ
イ
ン
ト ･･･････････････････････････

144

減
価
償
却
─
減
価
償
却
の
計
算
方
法
を
マ
ス
タ
ー
し
よ
う ･････････････････

146

事
業
所
得
─
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
向
け 

確
定
申
告
の
ポ
イ
ン
ト ･････････････････

148

事
業
所
得・給
与
所
得
─

脱
サ
ラ
し
た
会
社
員
向
け 

確
定
申
告
の
ポ
イ
ン
ト ･････････････････････････

149

イ
ン
ボ
イ
ス
─
イ
ン
ボ
イ
ス
と
確
定
申
告 ･････････････････････････････････････

150

２
割
特
例
─
２
割
特
例
で
消
費
税
を
申
告
す
る
人 ･･････････････････････････

152

 e

－

T
a
x─
e

－

T
a
x
を
利
用
し
て
簡
単
に
手
続
き
で
き
る ････････････
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第　

部
4

税
額
計
算
と

申
請
書
提
出
の
手
順

第　

部
5

フ
リ
ー
ラ
ン
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の

確
定
申
告
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部
3

控
除
別
に
見
る 

申
告
書
の
書
き
方
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